
徳
島
県
規
則
第
六
十
四
号

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
徳
島
県
規
則
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
様
式
第
一
号
中
「条

例
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

」
を
「届

出
者
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
条
例

」

，

「８
添
付
書
類

に
改
め
、
「及

び
経
歴

」
及
び

⑴
収
支
予
算
書

を
削
る
。

⑵
事
業
計
画
書

」

「８
添
付
書
類

⑴
土
地
及
び
建
物
に
係

様
式
第
四
号
中
「そ

の
他
主
な
職
員

」
及
び
「及

び
経
歴

」
を
削
り
、

⑵
市
町
村
が
そ
の
区
域

し
よ
う
と
す
る
区
域
の

⑶
国
都
道
府
県
及
び

，

款
そ
の
他
の
基
本
約
款

る
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

「８
添
付
書
類

外
に
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
施
設
を
設
置

，
を

国
都
道
府
県
及

，
市
町
村
の
同
意
書

者
の
登
記
事
項
証
明

市
町
村
以
外
の
者
が
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

定
，

」

び
市
町
村
以
外
の
者
が
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

届
出

に
改
め
る
。

，

書

」

「２
施
設
の
地
理
的
状
況

様
式
第
五
号
中

を
「２

建
物
の
規
模
及
び
構

３
建
物
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要

」

造
並
び
に
設
備
の
概
要

」
に
、
「４

」
を
「３

」
に
、
「５

入
所
定
員

」
を
「４

入
所
定
員

」
に
、

「９
添
付

「６
職
員

」
を
「５

職
員

」
に
、
「７

」
を
「６

」
に
、
「８

」
を
「７

」
に
改
め
、

⑴
土

⑵
当

し
よ

書
類

地
及
び
建
物
に
係
る
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

を
削
る
。

該
市
町
村
の
区
域
外
に
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

そ
の
施
設
を
設
置

，

う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の
同
意
書

」

「２
施
設
の
地
理
的
状
況

様
式
第
五
号
の
二
中

を
「２

建
物
の
規
模
及



３
建
物
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要

」

び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要

」
に
、
「４

」
を
「３

」
に
、
「５

入
所
者

」
を
「４

入
所
者

」
に
、

「６
職
員

」
を
「５

職
員

」
に
、
「７

」
を
「６

」
に
、
「８

」
を
「７

」
に
、
「９

事
業
開
始

「1
0
添
付
書
類

の
年
月
日

」
を
「８

事
業
開
始
の
予
定
年
月
日

」
に
改
め
、

⑴
土
地
及
び
建
物
に
係
る
権
利
関

⑵
当
該
市
町
村
の
区
域
外
に
施
設

し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の

係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

を
削
る
。

を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

そ
の
施
設
を
設
置

，

同
意
書

」

「２
施
設
の
地
理
的
状
況

様
式
第
六
号
中
「印

」
を
「㊞

」
に
改
め
、

を

３
建
物
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要

」

「２
建
物
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要

」
に
、
「４

施
設

」
を
「３

施
設

」
に
、
「５

入
所
定
員

」
を
「４

入
所
定
員

」
に
、
「６

職
員

」
を
「５

職
員

」
に
、
「７

」
を
「６

」
に

「９
資
産
の
状
況

、
「８

」
を
「７

」
に
、

1
0
添
付
書
類

⑴
土
地
及
び
建
物
に
係
る
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

⑵
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

⑶
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の
意
見
書

を
「８

添
付
書
類

に
改
め
る
。

書
類

申
請
者
の
登
記
事
項
証
明
書

」

」

「２
施
設
の
地
理
的
状
況

様
式
第
七
号
中
「印

」
を
「㊞

」
に
改
め
、

を

３
建
物
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要

」

「２
建
物
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要

」
に
、
「４

施
設

」
を
「３

施
設

」
に
、
「５

入
所
者

」
を
「４

入
所
者

」
に
、
「６

職
員

」
を
「５

職
員

」
に
、
「７

協
力
病
院

」
を
「

６
協
力
病
院

」
に
、
「８

」
を
「７

」
に
、
「９

事
業
開
始
の
年
月
日

」
を
「８

事
業
開
始
の
予

「1
0
資
産
の
状
況

定
年
月
日

」
に
、

1
1
添
付
書
類

⑴
土
地
及
び
建
物
に
係
る
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

⑵
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

⑶
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の
意
見
書

」



を
「９

添
付
書
類

に
改
め
る
。

申
請
者
の
登
記
事
項
証
明
書

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
様
式
に
相
当
す
る
改
正
前
の
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。


